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別紙 

審査結果 
郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）の規定に適合し

たものと認められることから、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査 

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第６８条第２項第１号） 

この法律又はこの法律に基づく総

務省令の規定により郵便約款で定

めることとされている事項 

適 従前と同様の取扱いであり変

更はない。 

郵便物の引受け、配達、転送及び還

付並びに送達日数に関する事項 

適 代金引換郵便物の引受けに関

して、日本郵便株式会社が交

付する用紙を添えて差し出す

ことを必須とする旨が定めら

れていることから、適当であ

ると認められる。また、郵便

書簡及び第二種郵便物への代

金引換の付加の廃止は、他の

第一種郵便物へ代替し得ると

考えられることから、適当で

ある。その他の事項について

は、従前と同様の取扱いであ

り変更はない。 

郵便に関する料金の収受に関する

事項 

適 従前と同様の取扱いであり変

更はない。 

その他会社の責任に関する事項 適 同上。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第６８条第２項第２号） 

適 変更申請の内容には、特定の

者に対し不当な差別的取扱い

をする規定は存在しないこと

から、適当であると認められ

る。 
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（別添）
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第１ 郵便約款の認可について 

１ 郵便約款とは 

  郵便約款とは、郵便の役務に関する具体的な提供条件（料金及

び総務省令で定める軽微な事項を除く。）を定めたもので、郵便法

（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）第６８条第１

項により、日本郵便株式会社が、郵便約款を定めることになって

いる。 
※約款とは、大量の契約を画一的･定型的に締結し、処理することを目的と

して企業があらかじめ定めておく契約条項のことをいう。 

 

２ 総務大臣の認可 

  郵便約款の内容は、利用者の利便・利益に直接関わること等か

ら、法第６８条第１項により、総務大臣の認可を受けることとな

っている。変更する場合も同様。 

  ※ 料金については、法第６７条第１項により、原則、総務大

臣への届出制、第三種郵便物・第四種郵便物の料金について

は、同条第３項により、認可制となっている。 

  ※ 書類の様式等利用者の権利・義務に重要な関係を有しない

提供条件や試験的に提供するものといった軽微な事項につい

ては、法第６８条第１項により、認可を要さない。 

 

３ 審議会への諮問 

法第７３条第１号に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、

情報通信行政・郵政行政審議会に諮問することとなっており、今

回諮問を行っているもの。 

 

日本郵便(株)で新たな取扱い開始（２７.１０.１予定） 

日本郵便（株）から認可申請書提出(２７.６.９) 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(２７.７.７) 

総務大臣認可 

 
 

 
 

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 
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第２ 日本郵便株式会社からの申請 

１ 概要 

日本郵便株式会社は、代金引換郵便を利用する際に、郵便局で交付す

るＯＣＲ処理に対応したラベルを添えて差し出すことを必須とする取

扱いに変更する。また、ラベルよりも小さい郵便書簡及び第二種郵便物

への代金引換の取扱いを廃止する。（上記２点は認可に関する内容） 

【参考：代金引換郵便の概要】 

郵便物の配達又は交付の際に、郵便物と引換えに差出人が指定した

代金を受取人から預かり、差出人に送金するサービス。 
○引換金額 

 ２００万円以下（３０万円を超えると一般書留の付加が必要） 

○郵便局で預かった引換金の送金方法 

  差出しの際、予め日本郵便株式会社が定めた送金方法から差出人が指定す

る方法で送金する。 

  ※認可対象外であるが、今回の約款変更後は、差出人の送金先口座が、こ

れまでゆうちょ銀行のみだったのが、ゆうちょ銀行以外の金融機関にも

拡大する。 

  ※約款外であるが、今回の約款変更後は、送金にかかる日数が、１日～４

日程度から１日程度に短縮される。また、ゆうちょ銀行口座宛ての送金

について、通常払込の取扱いを終了し、電信払込のみとする。 

○差出人が負担する主な料金 

①代金引換料（郵便料金表で規定：届出料金） 

郵便物の料金の他に、２６０円の特殊取扱料金が必要。 

※今回の約款変更に伴う郵便に関する料金の変更はない。 

②送金手数料（ゆうちょ銀行で規定） 

送金手数料（消費税込）は実費として、送金時に引換金から差し引く。 

※約款外であるが、送金手数料の額は、次のとおり。 

送金

方法 

送金先 

口座 

現行  送金

方法 

送金先 

口座 

27.10.1から 

引換金額 料金  引換金額 料金 

通常

払込 ゆうちょ

銀行 

５万円未満 １３０円  
 

５万円以上 ３４０円 → 

電信

払込 

５万円未満 ５４０円  

口座

振込 

ゆうちょ

銀行 

５万円未満 １３０円 

５万円以上 ７５６円  ５万円以上 ３４０円 

     ゆうちょ

銀行以外 

５万円未満 ２１６円 

     ５万円以上 ４３２円 

２ 変更する理由 

代金引換郵便物の引換金の送金システムの変更等を内容とする新た

な代金引換管理システムを導入し、送金事務等に係るコストを削減する

ことにより、引き続き低廉な料金でのサービス提供を行うため。 

３ 実施予定期日 

  平成２７年１０月１日（木）  
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【参考：代金引換郵便の流れ】 
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【参考：代金引換郵便のラベル等の大きさ】 
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○第二種郵便物
（日本郵便（株）発行の通常葉書）

○郵便書簡
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第３ 審査結果 

法の規定に適合したものと認められることから、認可することが

適当である。 

審査基準 
審査 

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第６８条第２項第１号） 

  

 この法律又はこの法律に基づく総

務省令の規定により郵便約款で定

めることとされている事項 

適 従前と同様の取扱いであり変

更はない。 

 郵便物の引受け、配達、転送及び還

付並びに送達日数に関する事項 

適 代金引換郵便物の引受けに関

して、日本郵便株式会社が交

付する用紙を添えて差し出す

ことを必須とする旨が定めら

れていることから、適当であ

ると認められる。また、郵便

書簡及び第二種郵便物への代

金引換の付加の廃止は、他の

第一種郵便物へ代替し得ると

考えられることから、適当で

ある。その他の事項について

は、従前と同様の取扱いであ

り変更はない。 

 郵便に関する料金の収受に関する

事項 

適 従前と同様の取扱いであり変

更はない。 

 その他会社の責任に関する事項 適 同上。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第６８条第２項第２号） 

適 変更申請の内容には、特定の

者に対し不当な差別的取扱い

をする規定は存在しないこと

から、適当であると認められ

る。 
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１ 参照条文 
 

○郵便法（昭和２２年法律第１６５号） 

（郵便約款）  

第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定め

る軽微な事項に係るものを除く。）について郵便約款を定め、総務大臣の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認

めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 

イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定め

ることとされている事項 

ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 

ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 

ニ その他会社の責任に関する事項 

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

 

（料金等の変更命令）  

第七十一条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべ

きことを命ずることができる。 

 

（審議会等への諮問）  

第七十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法 （昭

和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政令で定め

るものに諮問しなければならない。  

一 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認

可をしようとするとき。  

二・三  （略） 

 

○郵便法第七十三条の審議会等を定める政令（平成１５年政令第８３号） 

 郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行

政審議会とする。 




